
 

～高等職業訓練促進給付金等事業～  

 

高等職業訓練促進給付金等事業とは、ひとり親家庭の方の就業を支援するため、専門的な資

格取得を目的として養成機関で修業する場合、一定の条件を満たす方に生活費を支給する制

度です。また、修業期間の修了後、修了支援給付金を支給する制度もあります。 

 

（１）対象者 

   京田辺市内にお住まいの母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さんで、次の□すべて

に該当する方 

  □２０歳未満のお子さんを扶養していること。 

□対象資格を取得するため、養成機関で６月以上（※１）のカリキュラムを修業すること。 

  □児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準であること。（※２） 

  □資格取得のための修業と就労又は育児の両立が困難であること。 

□求職者支援制度における職業訓練受講給付金等、高等職業訓練促進給付金等と趣旨を 

同じくする給付を受けていないこと。 

 

（２）対象資格 

   看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、 

美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 （※１）  【その他の資格は個別にご相談ください。】 

 

（※１）一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合は、情報関係（教育訓練給付制度検索シ

ステムの「情報関係」の分野を選択）の講座に限ります。 

 

（※２）児童扶養手当の所得制限水準を超過した場合であっても、１年に限り引き続き対象者

となります。 

 

（３）給付金の種類・支給期間 

  ①高等職業訓練促進給付金 

    修業期間中（上限４年） 

  ※修業期間中に児童が２０歳になった場合は、２０歳になった月までの支給となります。 

 

  ②高等職業訓練修了支援給付金 

    修了後に１回のみ支給 

  ※修了日の翌日から３０日以内に申請が必要です。 

  ※修業開始時と修了時ともに要件を満たしていた方に限ります。 

  ※促進給付金の支給を受け准看護師養成機関を修了する方が、引き続き、看護師の資格を

取得するために養成機関で修業する場合は、看護師養成機関の修了日以降に修了支援給

付金を支給します。 

 

（４）支給額 

 市民税非課税世帯 市民税課税世帯 

①高等職業訓練促進給付金 

（下段：修業する期間の最後の１年） 

月額１０万円 

（月額１４万円） 

月額７万５００円 

（月額１１万５００円） 

②高等職業訓練修了支援給付金 ５万円 ２万５，０００円 



 

（５）申請に必要な書類等 

   □は、子育て支援課に備え付けの書類 

   〇は、ご用意いただくもの 

 

   □京田辺市高等職業訓練促進給付金等支給申請書 

   〇申請者、お子さん、その他同一世帯員のマイナンバーがわかるもの。 

〇養成機関の長による在籍を証明する書類（申請月に発行されたもの） 

□（児童扶養手当を受給していない場合）同意書（地方税関係情報の取得に係る） 

   □（児童扶養手当を受給していない場合で該当する場合） 

１６歳以上１９歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書 

   〇（児童扶養手当を受給していない場合）申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本・

申請者、その扶養している児童及び属する世帯全員の住民票の写し（省略のないもの） 

   〇（通信制を利用する場合）就労していることを証明する書類（給与証明書の写し、健康保

険証の写しなど） 

 

（６）注意事項 

  ①対象資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関にお

いて１年以上（※１）のカリキュラムを修業することが必要とされているもので、地域

の実情に応じて定めます。 

  ②働きながら資格取得を目指す場合等には通信教育の利用ができます。（別途要相談） 

  ③高等職業訓練促進給付金は、支給申請を受け付けた月以降の分からの支給となります。 

  ④高等職業訓練促進給付金等の支給は、１人につき１資格のみです。 

過去に給付金の支給を受けた方は、申請していただけません。 

  ⑤「母子・父子自立支援プログラム策定事業」等を活用され、より専門的な就労相談を実施さ

れた上で、自立が効果的に図られるようであれば、自立支援教育訓練給付金（※３）との併

給は可能です。なお、併給した場合は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付金（入学

準備金）（※４）の貸付対象とはなりません。 

 

（※３）雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座を受講するときに、その入学料及び受講料

の６０％（一般・特定一般教育訓練給付金の場合は２０万円上限）（専門実践教育訓練給付

金の場合は４０万円×就業年数１６０万円上限。修了後１年以内に資格取得等し、就職等し

た場合、２５％（上限年間２０万円）を追加支給で最大８５％）を支給する制度 ～詳細は

別紙「自立支援教育訓練給付金事業」参照～ 

   

（※４）高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方が、養成機関への入学に必要な費用として

受けることのできる入学準備金（一定の要件で返還が免除となる貸付金） 

～詳細は別パンフレット「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金手引き」参照～ 

 

⑥高等職業訓練促進給付金受給中は、支給要件確認のために、下表のとおり定期的に必要書類

を提出していただくことが必要です。 

確認事項 必要書類 提出月 

在籍状況 養成機関の長による在籍を証明する書類 ４，７，１０，１月 

進級、単位取得 養成機関の長による単位取得を証明する書類 毎年４月 

所得区分 所得区分に変更がある場合は、資格変更届 毎年７～８月 

～ご連絡・問合せ先 京田辺市子育て支援課（電話0774-64-1376）～ 


